
 

１．件 名「新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（１８２））」 

２．日 時：平成２９年６月１６日 １０時０５分～１１時３０分 

３．場 所：原子力規制庁 １８階耐震会議室 

４．出席者 

原子力規制庁： 

（新基準適合性審査チーム） 

山口安全管理調査官、金子管理官補佐、忠内管理官補佐、津金管理官補佐、

大塚安全審査官、土野技術参与、髙嶋原子力規制専門員 

（火災対策室） 

三浦室長、坂中室長補佐、日野原子力規制専門員 

（安全技術管理官（システム安全担当）付） 

加藤技術研究調査官、笠原技術参与 

 

事業者： 

日本原子力発電株式会社：福山執行役員（発電管理室室長（許認可担当）） 

 他１２名 

中部電力株式会社：原子力本部 原子力部 副長 

北陸電力株式会社：志賀原子力発電所 保修部 電気保修課 副課長 

電源開発株式会社：設備技術室 施設・火災防護タスク担当 

 

５．要旨 

（１）日本原子力発電から、東海第二発電所の設置許可基準規則等への適合性のうち

「８条 火災による損傷の防止」について、提出資料に基づき説明があった。

原子力規制庁から主に以下の点について指摘を行った。 

○ 複合体の内部の火災試験について、ＩＥＥＥ３８３を適用した項目と適用し

た根拠を明確にしたうえで、試験の概要を整理して説明した資料を提出する

こと。 

○ 代替措置を選択した理由について、多段ケーブルトレイの火災防護に係るメ

リットがあるからではないことを明確にしたうえで整理して説明した資料を

提出すること。 

○ 接続部を設けて非難燃ケーブルの一部を難燃ケーブルに取り替える方法につ

いて、これまで接続部を設けないとの説明であったが、本日の説明では他に

選択肢がない場合は接続部を設けて取り替えるとしており一貫性がない。接

続部設置に関する方針について、非難燃ケーブル対応及び跨ぎケーブル対応

それぞれに対する事業者の方針を再度整理して説明した資料を提出すること。 

○ 複合体の内部及び外部の火災試験について、それぞれの基準要求を整理して

説明した資料を提出すること。（複合体の内部及び外部の火災試験の目的、Ｉ



 

ＥＥＥ３８３を適用できる根拠等を整理して説明した資料を提出すること。） 

 

（２）日本原子力発電から、東海第二発電所の設置許可基準規則等への適合性のうち

「１２条 安全施設」について、提出資料に基づき説明があった。原子力規制

庁から主に以下の点について指摘を行った。 

○ 跨ぎケーブルの敷設パターンについて、東海第二発電所の固有の理由で調査

対象の敷設パターンを一般的な敷設パターンから限定できる考え方及び一般

的なパターン表を審査会合資料本体に追加記載すること。 

○ 資料中のマスキングについては、必要最小限とすること。 

 

（３）日本原子力発電から、本日の指摘等について了解した旨の回答があった。 

 

６．その他 

提出資料： 

・東海第二発電所 審査会合における指摘事項に対する回答一覧表（火災による損

傷の防止について） 

・東海第二発電所 火災による損傷防止（非難燃ケーブルの対応：コメント回答） 

・東海第二発電所 火災による損傷防止（非難燃ケーブルの対応について） 

・東海第二発電所 非難燃ケーブルの対応について 添付資料 

 ・東海第二発電所 非難燃ケーブルの対応について＜複合体の設計とその妥当性確

認について＞ 

 ・東海第二発電所におけるケーブルの系統分離について 


